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令和 7年度 第 2回入札監視委員会〔議事概要〕

１．開催日時 令和 7年 11 月 26 日（水） 午前 10時から

２．開催場所 熊取ふれあいセンター ３階 会議室

３．出 席 者 委 員：３人（全員）

事務局：総務部長、総務部理事、

総務課総務・契約検査グループ長、

総務課総務・契約検査主査

４．議題

〈報告案件〉（１）令和７年度上半期（Ｒ7.4.1～Ｒ7.9.30）の入札・契約状況等に

ついて

（２）入札参加停止措置の状況について

〈審議案件〉（３）抽出事案に関する入札及び契約の処理状況について＜審査＞

①公園施設維持修繕工事（Ｒ７－１）

②マンホールポンプ設備工事（Ｒ７－１）

③都市公園等除草工事（Ｒ７－５）

④熊取町立西小学校屋内運動場空調設備整備工事

⑤熊取町立熊取図書館整備工事設計業務

⑥熊取町立総合体育館整備工事

〈その他〉 入札・契約に関する情報提供等

〔令和 7年度建設工事発注見通しについて（R7.10.1 時点）〕

５．公開・非公開の別 非公開

非公開の理由 本会は、審議会等会議公開指針第３条第１項第２号に該当

し、入札監視委員会規則第６条第５項(委員会は、非公開

とし、委員会の議事概要は、これを公表する。）により、

非公開とします。
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６．審議等の概要

〈報告案件〉

（１）令和 7年度上半期（Ｒ7.4.1～Ｒ7.9.30）の入札・契約状況等について

・上半期に入札執行した指名競争入札 49件（建設工事 40 件、コンサルタント業

務 7件、制限付一般競争入札 建設工事 2件）の執行状況を説明。

（２）入札参加停止措置の状況について

・上半期（Ｒ7.4.1～Ｒ7.9.30）の入札参加停止業者の措置状況について説明。

〈審議案件〉

（３）抽出事案（６件）に関する入札及び契約の処理状況について＜審査＞

・各案件について工事概要、業者選定方法、入札経緯、入札結果等を総括的に説

明。

①公園施設維持修繕工事（Ｒ７－１）〔指名競争入札〕

主な意見・質疑

質疑なし

主な意見・質疑

１．入札参加停止措置により、現在受注の業務や今後発注予定の業務への支

障は特にないか。

２.落札後の契約辞退による入札参加停止措置は今までも行ったことはある

のか。

３．入札要件などに違約金の算定方法などは記載されているのか。

回答・説明

１．現在町との契約はなく、支障はない。また、入札参加停止措置中の業者

は指名選定の対象外とするため、入札に参加することはない。

２．過去に数件あります。

３．入札関係書類として遵守する「入札の心得」に記載している。

主な意見・質疑

１．無効理由の所在地相違とは、どのような内容か。

回答・説明

１．所在地の変更届が提出されていたが、入札書の所在地は変更前の所在地

で提出されたため。
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②マンホールポンプ設備工事（Ｒ７－１）〔指名競争入札〕

③都市公園等除草工事（Ｒ７－５）［指名競争入札］

④熊取町立西小学校屋内運動場空調設備整備工事〔指名競争入札〕

主な意見・質疑

１．辞退理由を指名業者に確認することはあるか。

２．一者のみの応札でその他の業者は全て辞退したのはなぜか。

回答・説明

１．指名連絡や辞退届には任意ではあるが、辞退理由を記入していただいて

いる。辞退理由としては技術者の配置が困難との理由が多い。

２．最終的には一者のみの応札となったが、指名連絡の時点では 3者の参加

希望があった。

主な意見・質疑

１．落札業者はどのような業者か。

回答・説明

１．協同組合法に基づく協同組合として登録されている。

主な意見・質疑

１．辞退が多い理由は、どのように考えているか。

２．無効理由の職名無しとは、どういった内容か。

回答・説明

１．今回の空調機は GHP式であり、対応できない業者が辞退したと考えら
れる。

２．入札書に代表者職名が書かれていなかった。
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⑤熊取町立熊取図書館整備工事設計業務〔指名競争入札〕

⑥熊取町立総合体育館整備工事

〈その他、総括的な事項について〉

〈審議結果〉

〈その他〉 令和 7年度建設工事発注見通し（R7.10.1）について

主な意見・質疑

１．一者のみの応札でその他の業者は全て辞退したのはなぜか。

回答・説明

１．辞退理由としては、技術者の配置が困難とする理由が多く、本業務は建

築・電気・機械設備の改修設計であり、それぞれの担当者を配置すること

が、辞退理由と考えられる。

主な意見・質疑

１．落札候補者順位を付けたのはなぜか。

２．入札金額が最低制限価格の税込み金額を書いている業者もいるのは

なぜか。

回答・説明

１．順位決定後、順位 1位から資格審査を業者選定委員会で行うため、順位
付けを行う。

２．税込み金額と取り違えたと考える。

主な意見・質疑

１．質疑なし

審議結果

１．令和 7年度上半期（Ｒ7.４.１～Ｒ7.９.３０）の入札、契約の執行状

況については、適正に処理されているものと認める。

主な意見・質疑

質疑なし
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７．審議会の情報 名 称 入札監視委員会

根拠法令等 附属機関条例

入札監視委員会規則

設置期間 平成 21 年７月 24 日～

所掌事項 建設工事並びにコンサルタント業務にかかる入

札、契約の過程及び内容について審査し、入札

及び契約事務の公正な執行審査に関すること。

委員数 ３人

８．担当課 総務課


